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１．はじめに 

日本の灌漑管理システムの基本は、地域共同体である江戸期の村（ムラ）のような集

落を基礎にした代表制重層組織であって、農業者が土地改良区の議決プロセスに参加

できる仕組みである。このシステムによって農業者が灌漑の地域対立を相互に調整し、

国家目標を実現させる社会技術、体制になっている。  
近年、営農形態の大規模化、法人化が進み、農業水利施設の水管理主体の変化に対応

して効率的な灌漑管理システムの再構築が求められており、日本の灌漑管理システム

における農業者に対する政府による公的支援のあり方は、次世代水管理システムを検

討するに当たり、欠かせない重要な課題である。  
そこで本研究では、福島県中通りに位置する灌漑地区を対象に土地改良区による維

持管理の現状を調べるとともに、農業水利施設を効率的に管理するための今後の課題

を報告する。  

２．材料および方法   
研究対象地は、福島県中通り地方の南部

に位置し、2市 2町 3村にまたがる約 3,200ha
の水田地帯（以下、本地域）である。  
上流域には、隈戸川に位置する複数の取

水堰を用水源とする A 土地改良区の灌漑地
区（A 地区）、中流域には、羽鳥ダムを用水
源とする B 土地改良区の灌漑地区（B 地区）
と、隈戸川、泉川、鈴川、ため池等を用水源

とし、土地改良区に属していない灌漑地区

（C 地区）、下流域には、川を用水源とする D 土地改良区の灌漑地区（D 地区）が位置
する（表１）。  
本地域は、国営大規模開拓事業（昭和 16 年度〜昭和 39 年度）によって造成された

羽鳥ダムを用水源とする新田と、それ以前から川やため池を水源とした古田が混在し、

用水の安定供給と維持管理の軽減を図るため、国営灌漑排水事業（平成 4 年度〜平成
22 年度）が実施されている。  
また、国営の関連事業として、県営灌漑排水事業（2,015ha）、基盤整備促進事業

（1,044ha）、経営体育成基盤整備事業（1,181ha）などが計画されているが、令和元年の
時点の進捗状況は 18%に止まっている 1)。  
本研究では、土地改良区の職員、関連行政機関の担当者、農業者などに聞き取り調査

流域  地区名  種類  受益面積  

上流  A 古田  360ha 

中流  
B 新田  1,400ha 

C 古田  950ha 

下流  D 古田  470ha 
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表表１１ 対象灌漑地区 

※ 受 益 ⾯ 積 は ⽂ 献 を 参 考 に 筆 者 が 概 算 し た 11)),,   22)) 
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を行い、生産活動における灌漑管理の課題や、上下流間の水配分、農業水利施設の維持

管理、土地改良区の経営などを中心に実態分析を行し、今後の課題を検討した。  

３．水利システムの現状と課題  
B 地区は、羽鳥ダムから隈戸川に放流された河川水を H 頭首工から取水し、パイプ

ラインの幹線用水路を用いて地区内に配水を行っているが、隈戸川の上流部には A 地
区の取水堰が優先的に取水できる環境にあることから、羽鳥ダムからの放流量の調整

に苦労している。  
また、B 地区の水田（新田）は、高位部に位置するにもかかわらず、低位部に位置す

る古田の方が優先的に取水できる水利慣行が国営大規模開拓事業当時から存在し、さ

らに末端パイプライン化による粗放的な水使用が増えており、B 土地改良区からは地
区内の農業者に対して用水管理の適正化を呼びかけるなど、末端までの配水需給調整

に多大な労力を要している。  
そのほか、近年水不足によるため池、排水路、河川から揚水機による反復利用量が増

加傾向にあり、管理している農業水利施設の劣化なども含め、農業水利施設の維持管

理費用の増大が大きな負担となっている。  
B 土地改良区は、C 地区の古田部から水利費を徴収できない現状にあり、組合員から

の賦課金等の未収入金の問題や、農地の転用による地区外申請などの課題があり、土

地改良区の運営管理において、現在はさまざなま調整を行い維持しているが、将来財

政的な面が懸念されている。  
このような現状から、今後農業者の減少・高齢化や担い手農家への農用地集積が進

み、農業水利施設の維持に携わる農業者が減少する中で、地域に密着した管理業務を

適切に行って行くには、農業水利施設の市町村へ管理移管の可能性や土地改良区の収

入となる副次的な事業の検討が必要であり、組織の見直し及び効率的な業務の改善が

必要であると考えられる。  
福島県のアンケート調査 1)では、B 土地改良区の場合は今後状況を応じて、合併を検

討する意向を示しているが、A 土地改良区と D 土地改良区は、単独で現状維持の意向
を示しているが、上下流域に位置する 3 つの土地改良区と土地改良区に属していない
水利組合を含めた灌漑管理システムの再編が今後必要であると考えられる。  

４．おわりに 

本地域は、東日本大震災の影響を受け関連事業や圃場整備が他地区より遅れている

現状にあることから、灌漑農業・農村の構造の変化に伴い、担い手の確保や大規模農業

者が参入しやすい環境づくりの検討が急務であり、今後土地改良区本来の役割に立ち

返り、意識改革・体制整備が必要である。  
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